
第１回審議会（12月 25日開催）における審議内容に基づく提供資料 

 

１ ●●委員からの御発言の基づく資料 

 特別職報酬等改定に係る他自治体の算出根拠（前回資料３に掲げる自治体） 

自治体名 改定時期 
報酬等額 

改定の考え方 
首長 議員 

静岡県 R7.4.1 1,349,000円 865,000円 

●令和４年度から令和６年度までの

一般職職員の公民較差率の累積分

3.69％を基本とする。 

浜松市 R7.12.1 1,306,000円 663,000円 

●従来から部長相当職の給料額を参

考に改定してきており、平成 19年改

定以後の当該給料額アップ率 2.34％

とする。 

富士市 R7.4.1 1,000,000円 530,000円 

●据え置きの意見もある中、市長の

給料を１万円増額し、その上昇率分

程度を副市長、議員に反映させる。 

藤枝市 R８.4.1 950,000円 430,000円 

●事務局が３案を提示し、特別職・議

員ともに報酬一律５％程度引き上げ

ることとする。 

※引上げ額は富士市以外、現行の月額に答申案に基づく率を乗じ、千円未満の端数を四捨

五入する。 

※藤枝市事務局が示した３案 ①案…一律３％増、②案…一律５％増、③案…一律５万円増 

 

２ ●●委員からの御発言に基づく資料 

 (1)議員報酬改定前後の差額（前回資料Ｐ20から抜粋） 

項目 改定 報酬額 差額 

議員報酬 
前 90,300,000円 

8,160,000円 
後 98,460,000円 

期末手当 
前 30,288,126円 

2,737,000円 
後 33,025,126円 

議員年金給付負担金 
前 23,887,200円 

1,936,800円 
後 25,824,000円 

計 
前 144,475,326円 

②12,833,800円 
後 ①157,309,126円 

 

 (2)改定後議員一人当たり年間報酬額 

  ①157,309,126円÷20人≒③7,865,456円 

 

 (3)議員報酬改定前後の差額に対する改定後議員一人当たり年間報酬額を除した人数 

  ②12,833,800円÷③7,865,456円≒1.6人 
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